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北 庄 内 合 併 協 議 会  

第 ２ 回 建 設 計 画 に 関 す る 小 委 員 会 会 議 録 

 

 日 時  平成１６年１２月９日（木）午後１時５７分～午後２時０７分 

 会 場  庄内情報プラザ ６０２号室 

  

◎出席者 

・委員長 

 伊藤 善市 

・委員 

 阿部與士男   石川 憲雄   新舘 俊雄   小松原 俊 

 山川 源吉   伊藤 一哉   阿部 慶一   村上 正敏 

（欠席委員   佐藤きく子） 

・説明員 

企画財政部会長 松本 恭博 

企画分科会長  丸山  至   財政分科会長  高橋 清貴 

・事務局職員 

 五十嵐龍一   大滝 太一   永田  斉   後藤 重明    

 遠藤 裕一   土井 義孝   斎藤  徹   長尾 和浩    

 

議事日程 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 協議 

（１）協議第４５号 協定項目２５ 新市建設計画について 

（２）その他 

４ 閉会 
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 開会 午後 １時５７分 

 

○事務局長（五十嵐龍一） 委員の皆様、大変ご苦労さまでございます。本日は、大変すばら 

しい晴天に恵まれておりますが、ご多用の中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

  今日の欠席委員は、佐藤きく子委員、お一人でございます。小委員会設置規程の定足数に

達しておりますので、ただいまから、第２回建設計画に関する小委員会を開会させていただ

きたいと思います。 

開会に当たりまして、委員長よりごあいさつをお願いします。 

○委員長（伊藤善市） 本日は、委員の皆様、ご多用中、また年末でいろいろ忙しいことがあ 

ったにもかかわらず、ご出席いただきお礼申し上げます。 

  さて、本小委員会に付託されました新市建設計画については、さきの協議会での審議を含

めまして、本日で第７回目の協議となります。 

合併特例法に定める新市建設計画は、財政計画を含めた計画書本体を指しておりますが、

前回の協議会で、住民の皆さんがより理解しやすいようにということから、具体的な事業を

記載した補足資料も示されております。 

本日は、個別事業の議論も大切なんですけれども、やはり新市全体の振興を図るという建

設計画であるわけですから、広い視野から、全体としての視点を大切にして議論を進めたい

と思います。できれば本日、小委員会としての結論を得て、来たる１１日の合併協議会全体

会議に報告したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○事務局長（五十嵐龍一） ありがとうございました。 

それでは議事にお進みいただきますが、設置規程によりまして、委員長から議長として会 

議を進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                            

協議第４５号 協定項目２５ 新市建設計画について 

○委員長（伊藤善市） 早速議事に入ります。 

「協議第４５号 新市建設計画（案）」を議題といたします。 

最初に、前回の小委員会におきまして、各市町議会への報告、調整が必要だということで

ありましたので、それぞれの結果について、簡にして要を得た報告をいただきたいと思いま

す。 
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  最初に、酒田市についてお願いします。阿部與士男委員。 

○委員（阿部與士男） 私、前回は欠席させていただきまして、報告を受けました。全員協議

会を開かせていただきまして、合併特別委員会等々を経まして、ご提案いただいております

全ての項目につきまして、よろしゅうございますので、報告させていただきます。 

○委員長（伊藤善市） ありがとうございました。 

次に、松山町についてお願いします。新舘俊雄委員。 

○委員（新舘俊雄） この新市の建設計画については、私の方は１２月の２日に特別委員会を

開催したわけでございます。その中で当局からもいろいろな面で説明を仰ぎながら、私は委

員ではありませんけれども、番外として出席させてもらってますので、委員の皆さんの意見

をお聞きしたのですけれども、今回のこの新市の建設計画においては、本文においては、い

ろいろ意見はありますけれども、原案のとおりよいのではないかと、全員の賛同を得たと私

は理解し、報告させていただきます。 

○委員長（伊藤善市） ありがとうございました。 

次に、八幡町についてお願いします。石川憲雄委員。 

○委員（石川憲雄） １２月１日に全員協議会を開き、この新市の建設計画に対し、賛成の立

場ということでございます。 

○委員長（伊藤善市） ありがとうございました。 

次に、平田町についてお願いします。小松原俊委員。 

○委員（小松原俊） うちの方は、昨日８日に全員協議会の中でこの建設計画を検討しました。

また、うちの方は今ちょうど、後期の過疎地域自立計画と一緒でしたので、この整合性を見

て、いろいろ意見はありましたけれども、この新市の建設計画につきましては了解というこ

とで全員の一致を見ております。以上です。 

○委員長（伊藤善市） どうもありがとうございました。各市町議会では、新市建設計画案の 

説明を円滑に、祝福の中で終えたということであります。大変ありがとうございました。ご 

苦労様でした。 

  次に、委員の皆さんから、質問やご意見がありましたらお願いしたいと思います。どなた 

でも結構です。何かございますか。 

○委員長（伊藤善市） 特にございませんようでしたら、お諮りしてよろしゅうございますか。 

              〔「はい」と発言する者あり〕 
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○委員長（伊藤善市） 「協議第４５号 協定項目２５ 新市建設計画について」は、原案の

とおり確認してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○委員長（伊藤善市） ありがとうございました。「協議第４５号 協定項目２５ 新市建設

計画について」は、原案のとおり確認し、皆さんからいただいたご意見の趣旨を十分に踏ま

えて、次回の協議会へ報告してまいりたいと思います。 

なお、報告書の作成につきましては、委員長にご一任いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○委員長（伊藤善市） ありがとうございます。それでは、報告書の作成につきましては、委

員長にご一任いただいたことといたします。 

その他、事務局から何かございますか。 

○事務局長（五十嵐龍一） ご審議ありがとうございました。 

なお、申し上げさせていただきます。本建設計画でございますが、市町村の合併の特例に

関する法律第５条に基づき作成されるものでありますが、同条第３項の定めによりまして、

この内容につきましては都道府県の知事と協議する必要がございます。 

このため、協議を行っていくわけでありますが、協議の過程で、山形県からの助言などに

よって文言の一部修正などが出てくることもあります。そうした場合に、この取扱いにつき

ましては、本協議会の正副会長にご一任をいただければと思っております。  

当然のことながら、一部修正が加わった場合は協議会に報告をさせていただくということ

になりますが、今申し上げたことにつきまして、委員長より委員の皆様に、正副委員長にご

一任いただくことについてお諮りをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（伊藤善市） それでは、お諮りします。事務局からお話がありましたとおり、文言

の一部修正の必要が生じた場合は、その取扱いを正副会長に一任することにご異議ございま

せんでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○委員長（伊藤善市） ご異議がありませんので、文言の一部修正の必要が生じた場合の取扱

いは、正副会長に一任することといたします。 

委員の皆さんから何かございますか 
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○委員長（伊藤善市） よろしいですか。以上で議事を終了いたします。 

○事務局長（五十嵐龍一） 本当にありがとうございました。冒頭委員長からごあいさついた

だきましたように、庄内北部地域合併協議会の時から７回目の会議となったわけでございま

すが、この他にも建設小委員会では、新市の名称の選定について大変ご苦労いただいてきた

ところでございます。改めて御礼を申し上げながら、本日の第２回建設計画小委員会を閉会

させていただきます。大変ありがとうございました。 

 

 閉会 午後 ２時０７分 

 

 

 

   

 

 


